
茅ヶ崎市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

令和７年３月２８日 

                           茅ヶ崎市長 佐 藤  光  

茅ヶ崎市規則第１４号 

茅ヶ崎市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

茅ヶ崎市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和３９年茅ヶ崎市規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

第２２条第１号中「１００分の２１５」を「１００分の３１５」に改め、同条第２号中

「１００分の１０２．５」を「１００分の１５０」に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


